
公庫齢 蛹 お客さまの情報の取扱に関する同意事項

1 お客さま端 の利用目的
この情入申込書および提出書類によりご提供いただきましたお申込人(法 人の場合はft表者の方を含みますぅ)、 そのご家族

(法人の場合は代表者の方のご家族)お よび予定連帯保証人の方の情報の利用目的は次のとおりといたします。

なお、予定連帯保証人ご本人さまに利用目的についてのご同意をご確認ください。ご契約時には、連帯保護人ご本入さまに

利用目的についてのご同意を書面にて確認させていただきます。

① お客さまのご本人の確認 (融資飾1度等をご利用いただく要件等の確

ご融資のお申込の受付、ご融資の半1断およびご融資後・お取引終了

後の管理

ご契約の締結、法律等に基づく権利の行使や義務の履行

アンケー トの実施等による調査・研究および参考情報の提供

融資制度等のご案内のためσ)ダ イレクトメールの発送等 (任意)

ご質問、お問い合わせ、公庫からの照会その他お取ラ|を 通切かつ門

滑にするための対応

、⑤の利用目的の同意につきましては、任意で

すので、同意されない方は、次の□に′をつけ
てください (お借入の可否の判断には関係こざ

いません。)。

なお、同意されない方で、表面で「事業者サ
ポートマガジン」の配信を希望された方には、

「事業者サポートマガジン」に限り配信させて
いただきます。
□公庫が⑤の利用目的で利用することに同意し

ません。

連帯保証に関するこ案内
重要な事項が記載されておりますので、次の連帯保証に関するご案内をお読みください。

①連帯保証人の責務
:借主の方に約定どおりご返済いただけない場合、借主の方に代わり、連帯保証人の方にご返済いただく

:こ とになります。

:連帯保証人の方は、次の事由がある場合においても公庫からのご返済の請求を拒むことはできません。

② 連帯保証人の特徴 : ア.公庫が借主の方へご返済の請求を十分に行っていないこと。

: イ.借主の方が資産を所有していること。

③詈[]:所合
の 1複数の連帯保証人の方がいる場合であっても、連帯保証人の方それぞれが、お借入金、利息および損害

1金 (以下「お借入金等」といいます。)な らびにお借入金等から生じる一切の債務の全額について責任

|を負担することとなります。

☆ これからell業する方や創業直後で決算がお済みで

ない方は、創業計画書が必要です。

創業計画書の様式は、支店の窓口にご用意しておりま

す力ヽ お客さまご自身が作成されたものでも結構です。

☆ 設備資金の場合は見積書、担保をご希望の場合は不

動産の全部事項証明書または登記簿謄本等が必要です。

☆ 必要に応じ、その他の書類をお願いすることがあ

ります。
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付書類のご案内(個人と法姪 お申込時に必要な書類が異なります。)

個人営業の方
・企業概要書 (は じめてご利用される方)

・申告決算書 最近 2期分

法人営業の方

企業概要書 (は じめてご利用される方)

法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本

(は じめてご利用される方)

最近 2期分の確定申告書・決算書 (勘定科目

明細書を含む。)

最近の試算表 (決算後 6カ 月以上経過 してい

る場合)

生活衛生貸付
をお申込みに

なる方

上記のほか、原則として都道府県知事の「推せん

書」(中込金額が 500万FI以下の場合は不要です。)

または「振興事業に係る資金証明書」
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